
第1章 次期一般廃棄物最終処分場の概要 

1.1 一般廃棄物最終処分場の概要 

一般廃棄物最終処分場は、焼却施設において可燃ごみを焼却処理することで生じる焼却残渣

（焼却灰、飛灰など）等を埋め立てる施設であり、施設整備に当たっては、様々な安全対策等

を講じる必要がある。

一般廃棄物最終処分場に埋立処分された廃棄物は、降雨による洗い出しや微生物作用などに

より安定化していく。埋立地の底面や側面は遮水シート等が設置され、埋立地に浸透した雨水

（以下「浸出水」という。）は集排水管から浸出水調整槽に送水・貯留した後、浸出水処理施

設にて処理し、公共下水道または公共用水域へ放流される。

廃棄物の埋立てが終了した最終処分場跡地は、広大な土地を活かした様々な利用方法が想定

される。最終処分場の跡地利用は、全国的には公園や広場が多く、近年は太陽光発電施設など

も増えている。

一般廃棄物最終処分場における主要施設の概要は表 1-1 のとおりである。 

表 1-1 一般廃棄物最終処分場における主要施設の概要 

区

分 
主要施設名称 施設の目的 

オ
ー
プ
ン
型
最
終
処
分
場
・
被
覆
型
最
終
処
分
場

① 貯留構造物 
廃棄物層の流出や崩壊を防ぎ、埋立てられた廃棄物を安全

に貯留する。 

② 地下水集排水施設 
地下水の揚圧力による遮水工の損傷防止のため、地下水を

速やかに排除する。 

③ 遮水工 浸出水による地下水汚染を防止（水質汚濁防止）する。 

④ 浸出水集排水施設 

埋立層内に浸入した雨水（浸出水）を速やかに浸出水処理

施設に送り、遮水工や貯留構造物に及ぼす水圧の減少を図

る。 

⑤ 雨水集排水施設 
周辺雨水が埋立地内へ流入することを防止し、浸出水の削

減、遮水工への負担軽減を図る。 

⑥ 埋立ガス処理施設 

埋立廃棄物層内において微生物等による分解で発生するガ

スの早期排出と、埋立廃棄物の早期安定化のために微生物

へ空気を供給する。 

⑦ 浸出水処理施設 

埋立地内の浸出水集排水施設によって集められた浸出水を

放流先の公共用水域及び地下水を汚染しないように処理す

る。 

被
覆
型
最
終
処
分
場

被覆 

施設 
建屋・人工地盤 

建屋や人工地盤の被覆設備によって埋立地全体を覆った構

造とすることで降水などの自然の影響力を極力排除し、ま

た、外部環境への影響を最小化、閉鎖空間内での管理と内

部環境の制御を行う。 

付帯 

施設 

安定化促進設備
場内環境管理設備

 等 

閉鎖空間内での廃棄物の安定化促進、適切な場内環境の管

理、作業環境の確保を行う。 
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1.2 長野広域連合一般廃棄物最終処分場（エコパーク須坂）の概要 

須坂市にあるエコパーク須坂の概要は表 1-2 のとおりである。令和 3 年 2 月に供用を開始

し、令和 18 年 3 月までの 15 年間埋立てを行う見込みである。 

エコパーク須坂の埋立てが完了した以降の一般廃棄物最終処分場は確保されていないため、

次期一般廃棄物最終処分場の整備は重要な課題となっている。 

表 1-2 エコパーク須坂の概要 

項目 内容 

施設の種類 一般廃棄物最終処分場（オープン型） 

埋立期間 令和 3 年 2 月～令和 18 年 3 月(15 年間) 

敷地面積 約 10.6ha 

埋立面積 16,700 ㎡ 

埋立容量 85,000 ㎥ 

浸出水処理能力 60 ㎥/日 

図 1-1 一般廃棄物最終処分場（エコパーク須坂） 

埋立地 浸出水処理施設 

防災調整池 



1.3 次期一般廃棄物最終処分場の概要 

1.3.1 計画諸元 

次期一般廃棄物最終処分場の計画諸元は表 1-3 のとおりである。 

将来のごみ排出量及び構成市町村の人口を推計し、これに基づき計画埋立容量を算出した。 

表 1-3 次期一般廃棄物最終処分場の計画諸元 

項目 計画 備考 

埋立期間 令和 18 年度～令和 32 年度 

「廃棄物最終処分場の性能に関する指針（平

成 14 年 11 月改定）／環境省」に従い 15 年間

と設定 

埋立対象物 焼却残渣等 
焼却灰、ばいじん、溶融飛灰、溶融スラグ、

溶融不適物 

計画埋立容量 159,400 ㎥ 

埋立廃棄物：107,300 ㎥ 

災害廃棄物： 15,100 ㎥ 

 覆 土 ： 37,000 ㎥ 

1.3.2 施設整備スケジュール 

次期一般廃棄物最終処分場の施設整備スケジュールは表 1-4 のとおりである。 

表 1-4 次期一般廃棄物最終処分場の施設整備スケジュール 
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